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３

既
に
取
引
時
確
認
を
行
っ
て
い
る
顧
客
等
と
の
取

引
に
関
す
る
規
定
の
整
備

疑
わ
し
い
取
引
そ
の
他
の
顧
客
管
理
を
行
う
上
で

特
別
の
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定

め
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
既
に
取
引
時
確
認
を
行
っ

て
い
る
顧
客
等
と
の
取
引
で
あ
っ
て
も
、
新
法
第
四

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
は
除
外
さ
れ
な
い
こ
と
と

し
た
。（
第
一
三
条
第
二
項
関
係
）

４

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

関
係
政
令
の
整
備
関
係

改
正
法
に
よ
る
条
項
番
号
の
移
動
に
伴
い
、
関
係
政

令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

経
過
措
置

一
の
１
の

に
つ
い
て
、
施
行
日
前
に
行
っ
た
取
引

に
つ
い
て
は
対
象
と
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

四

施
行
期
日

改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

特
定
事
業
者
が
同
一
の
顧
客
等
と
の
間
で
二
以

上
の
取
引
等
を
同
時
に
又
は
連
続
し
て
行
う
場
合

に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
取
引
等
が
一
回
当
た

り
の
取
引
の
金
額
等
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
一
の

取
引
等
を
分
割
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
一
見
し

て
明
ら
か
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
二
以
上

の
取
引
等
を
一
の
取
引
等
と
み
な
し
て
、
本
政
令

に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
一
項
又
は
第
九

条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第

七
条
第
三
項
及
び
第
九
条
第
二
項
関
係
）

２

厳
格
な
顧
客
管
理
を
行
う
必
要
性
が
特
に
高
い
と

認
め
ら
れ
る
取
引
に
関
す
る
規
定
の
整
備

新
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
取

引
は
、
次
の
顧
客
等
と
の
間
で
行
う
特
定
取
引
と
し

た
。（
第
一
二
条
第
三
項
関
係
）

外
国
の
元
首
及
び
外
国
の
政
府
、
中
央
銀
行
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
機
関
に
お
い
て
重
要
な
地

位
を
占
め
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者
並

び
に
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者

に
掲
げ
る
者
の
家
族
（
配
偶
者
（
婚
姻
の
届

出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。）、
父
母
、
子
及
び
兄

弟
姉
妹
、
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
配
偶
者
の
父
母
及

び
子
を
い
う
。）

法
人
で
あ
っ
て
、

又
は

に
掲
げ
る
者
が
実

質
的
支
配
者
で
あ
る
も
の

第
十
四
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
十
一
号
中
「
の
業
務
」
を
「
に
掲
げ
る
業
務
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３

研
究
機
構
は
、
第
四
条
第
三
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

種
苗
法
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
栽
培
試
験
を
行
う
こ
と
。

二

農
作
物
（
飼
料
作
物
を
除
く
。）の
種
苗
の
検
査
を
行
う
こ
と
。

三

ば
れ
い
し
ょ
及
び
さ
と
う
き
び
の
増
殖
に
必
要
な
種
苗
の
生
産
及
び
配
布
を
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

◇
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
政
令

第
三
三
七
号
）（
警
察
庁
）

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
六
年
法
律
第
一
一
七
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
と
し
た
。

◇
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等

に
関
す
る
政
令
（
政
令
第
三
三
八
号
）（
警
察
庁
）

一

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
改
正
関
係

１

金
融
機
関
等
の
特
定
取
引
及
び
司
法
書
士
等
の
特

定
取
引
に
関
す
る
規
定
の
整
備

金
融
機
関
等
の
特
定
取
引
及
び
司
法
書
士
等
の

特
定
取
引
か
ら
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。）に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
に

よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律（
以
下「
新

法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
犯
罪

収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
に
記
載
さ
れ
た
当
該
取

引
に
よ
る
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
の
危
険
性
の

程
度
を
勘
案
し
て
簡
素
な
顧
客
管
理
を
行
う
こ
と

が
許
容
さ
れ
る
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る

も
の
を
除
く
こ
と
と
し
た
。（
第
七
条
第
一
項
及
び

第
九
条
第
一
項
関
係
）

金
融
機
関
等
の
特
定
取
引
及
び
司
法
書
士
等
の

特
定
取
引
と
し
て
、
疑
わ
し
い
取
引
（
取
引
に
お

い
て
収
受
す
る
財
産
が
犯
罪
に
よ
る
収
益
で
あ
る

疑
い
又
は
顧
客
等
が
取
引
に
関
し
組
織
的
な
犯
罪

の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

第
一
〇
条
の
罪
若
し
く
は
国
際
的
な
協
力
の
下
に

規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等

の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締

法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
罪
に
当

た
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
「
疑
わ
し
い
取
引
」
と

い
う
。）そ
の
他
の
顧
客
管
理
を
行
う
上
で
特
別
の

注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る

も
の
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
七
条
第
一
項

及
び
第
九
条
第
一
項
関
係
）

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
七
十
号

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
、「
第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
三
条
・
第
二
十

四
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
技
術
上
の
総
合
的
な
」
を
「
技
術
（
蚕
糸
に
関
す
る
技
術
を
含
む
。
以
下
「
農
業
等
に
関
す

る
技
術
」
と
い
う
。）上
の
」
に
、「
に
よ
り
、
農
業
及
び
食
品
産
業
」
を
「
に
よ
り
、
農
業
等
」
に
改
め
、「
民
間
等
に

お
い
て
行
わ
れ
る
」
を
削
り
、「
試
験
及
び
研
究
の
促
進
に
関
す
る
業
務
」
を
「
基
礎
的
な
試
験
及
び
研
究
」に
改
め
、

「
ほ
か
、
近
代
的
な
農
業
経
営
に
関
す
る
学
理
及
び
技
術
の
教
授
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
農
業
を
担
う
人
材
の
育
成

を
図
る
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

研
究
機
構
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
に
基
づ
き
適
正

な
農
林
水
産
植
物
の
品
種
登
録
の
実
施
を
図
る
た
め
の
栽
培
試
験
を
行
う
と
と
も
に
、
優
良
な
種
苗
の
流
通
の
確

保
を
図
る
た
め
の
農
作
物
の
種
苗
の
検
査
並
び
に
ば
れ
い
し
ょ
及
び
さ
と
う
き
び
の
増
殖
に
必
要
な
種
苗
の
生
産

及
び
配
布
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
六
条
第
四
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

理
事
の
う
ち
か
ら
理
事
長
が
指
名
す
る
者
一
人
は
、
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
及
び
同
条
第
四
項
第

一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
研
究
機
構
を
代
表
す
る
。

第
十
一
条
中
「
四
年
」
を
「
、
理
事
長
の
任
期（
補
欠
の
理
事
長
の
任
期
を
含
む
。以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

と
対
応
す
る
も
の
」
に
、「
理
事
の
任
期
は
二
年
」
を
「
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
対
応
す
る
理
事
長
の
任
期
の
末
日
ま

で
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
次
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
農
業
及
び
食
品
産
業
」
を
「
農

業
等
」
に
改
め
、「
多
様
な
専
門
的
知
識
を
活
用
し
て
行
う
」
及
び
「
総
合
的
な
」
を
削
り
、「
並
び
に
調
査
」を「
、
調

査
、
分
析
、
鑑
定
並
び
に
講
習
」
に
改
め
、「
こ
と
」の
下
に「（
次
項
に
規
定
す
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）」

を
加
え
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

四

原
蚕
種
並
び
に
桑
の
接
穂
及
び
苗
木
の
生
産
及
び
配
布
を
行
う
こ
と
。
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